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20歳から30歳まで10年間全額免除、30歳から40歳まで10年間1／4納付、40歳から55歳まで15年
間全額納付、55歳から60歳まで5年間半額納付した場合。
20歳から60歳までの40年間全額納付した場合の基礎年金は満額79万2100円ですので、

下記のとおり計算できます。（すべて平成21年４月以降の期間とします。100円未満四捨五入）

【10年】 【10年】 【15年】 【５年】
＝

480月【40年】

120月×1／2 120月×5／8 60月×3／4180月×1+ + +

×

全額免除期間 半額納付期間全額納付期間1／4納付期間

594,100円792,100円
満額

全額免除の期間

0ではなく、全額納めたときの1／2　【1／2（国庫負担分）+1／2（残り）×0（自分で納付した割合）】

半額納付の期間

全額納めたときの1／2ではなく、3／4　【1／2（国庫負担分）+1／2（残り）×1／2（自分で納付した割合）】

1／4納付の期間

全額納めたときの1／4ではなく、5／8　【1／2（国庫負担分）+1／2（残り）×1／4（自分で納付した割合）】

3／4納付の期間

全額納めたときの3／4ではなく、7／8　【1／2（国庫負担分）+1／2（残り）×3／4（自分で納付した割合）】

　全額免除、一部納付、全額納付などの納付の履歴は、それぞれの期間の年金額を計算する際、国
庫負担分（1／2）以外の残りの部分（1／2）についての計算に影響します。
　国庫負担を含めて考えると、それぞれの期間についての年金額は、次の割合で計算されます。

　
国
民
年
金
は
、老
齢
基
礎
年
金
の
ほ
か
、

障
害
基
礎
年
金
、遺
族
基
礎
年
金
が
支
給
さ

れ
ま
す
が
、こ
れ
ら
の
基
礎
年
金
に
は
国
庫

負
担（
税
金
）が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
法
律
改
正
に
よ
り
、平
成
21
年
4
月
以
後

の
加
入
期
間
に
つ
い
て
、こ
の
国
庫
負
担
の

割
合
が
、こ
れ
ま
で
の
1
／
3
か
ら
1
／
2

に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。こ
れ
に
よ
っ
て
、

将
来
に
わ
た
っ
て
、国
民
年
金
が
安
定
的
に

運
営
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

基
礎
年
金
に
は
国
庫
負
担（
税
金
）が
含
ま
れ
る

未
納
の
ま
ま
に
し
て
お
く
と
大
切
な
権
利
を
失
う

　
経
済
的
な
理
由
に
よ
り
、保
険
料
を
納
め

る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
は
、保
険
料
の
免

除
制
度
が
あ
り
ま
す
。き
ち
ん
と
免
除
申
請

を
行
っ
て
い
れ
ば
、全
額
納
付
し
た
時
に
も

ら
え
る
老
齢
基
礎
年
金
額
の
う
ち
、一
定
割

合
を
国
が
負
担
し
て
く
れ
ま
す
。こ
れ
が「
国

庫
負
担
」で
す
。今
回
の
国
庫
負
担
割
合
の

増
加
に
よ
り
、保
険
料
の
免
除
期
間
に
つ
い

て
の
将
来
の
年
金
額
が
増
額
さ
れ
ま
し
た
。

　
免
除
申
請
な
ど
を
し
な
い
ま
ま
、「
未
納
」

扱
い
と
な
っ
た
期
間
に
つ
い
て
は
、基
礎
年

金
を
受
給
す
る
た
め
の
最
低
条
件
で
あ
る

25
年
の
資
格
期
間
に
も
算
入
さ
れ
ま
せ
ん
。

ま
た
、資
格
期
間
が
足
り
た
と
し
て
も
、年

金
額
の
計
算
に
国
庫
負
担
は
適
用
さ
れ
ま

せ
ん
。

　
こ
の
よ
う
に
保
険
料
を
未
納
の
ま
ま
に

し
て
お
く
こ
と
は
、基
礎
年
金
に
含
ま
れ
る

国
庫
負
担
を
受
け
る
大
切
な
権
利
を
失
う

こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　
経
済
的
に
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困

難
な
場
合
な
ど
は
、未
納
の
ま
ま
に
せ
ず
、

必
ず
免
除
申
請
な
ど
を
し
ま
し
ょ
う
。

※
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
と
学
生
納
付
特

例
に
よ
っ
て
猶
予
さ
れ
た
期
間
は
、追
納
し

な
か
っ
た
場
合
、『
25
年
の
資
格
期
間
』に
は

算
入
さ
れ
ま
す
が
、老
齢
基
礎
年
金
の
年
金

額
に
は
反
映
さ
れ
な
い
期
間
と
な
り
ま
す

の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。（
追
納
し
て
い

れ
ば
、そ
の
期
間
は
全
額
納
め
た
期
間
と
し

て
年
金
額
に
算
入
さ
れ
ま
す
）

11
月
は
年
金
月
間
で
す

基
礎
年
金
の

国
庫
負
担
割
合
が
1
／
2
に

免除期間
に対する
計　　算

例

　
平
成
21
年
度
予
算
の
9
月
30
日
現
在
の
執
行
状
況
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

（
金
額
は
万
円
未
満
を
四
捨
五
入
し
て
い
ま
す
の
で
、内
訳
の
合
計
は
必
ず
し

も
一
致
し
ま
せ
ん
）

一般会計、特別会計の収支状況

区　　分
収　　　入 支　　　　出

支出率予算現額 収入済額 収入率 予算現額 支出済額

水道事業

病院事業

43.3%

12.1%

43.8％

18.4％

収益的

資本的

収益的

資本的

7億908万円

8億5,600万円

14億4,286万円

1億7,427万円

3億912万円

267万円

6億9,082万円

0万円

2億9,021万円

1億2,926万円

6億3,160万円

3,648万円

43.6％

0.3％

47.9％

0.0％

6億6,985万円

10億7,121万円

14億4,286万円

1億9,861万円

予
算
の
執
行
状
況

支払率区　　　分 予算現額 収入済額 収入率 支払済額

37.4%

40.1%

45.5%

48.9%

0.3%

40.3%

37.3%

41.1%

24.3%

339億7,678万円

126億8,341万円

43億9,641万円

5億8,851万円

8,666万円

51億9,116万円

13億1,732万円

5億1,305万円

11億7,881万円

151億7,347万円

40億3,311万円

15億572万円

1億7,843万円

6,751万円

19億7,546万円

2億1,603万円

3,744万円

2億3,096万円

44.7%

31.8%

34.2%

30.3%

77.9%

38.1%

16.4%

7.3%

19.6%

127億2,003万円

50億8,244万円

20億186万円

2億8,797万円

26万円

20億9,098万円

4億9,148万円

2億1,098万円

 2億8,688万円

一　般　会　計

特　別　会　計

国 民 健 康 保 険

後期高齢者医療

老 人 保 健

介 護 保 険

公共下水道事業

農業集落排水事業

そ の 他

税の収入状況（一般会計、国民健康保険特別会計）

収入率区　分 予　算　額 収入済額

56.5%22億6,486万円40億596万円地　方　税

41.3%3億317万円7億3,322万円国民健康保険税

（
平
成
21
年
度
上
半
期
）

489億2,723万円

185億8,268万円

675億992万円

一 般 会 計

特 別 会 計

合 計

地方債残高

公営企業会計の収支状況

　
市
は
、
事
業
所
や
一
般
家
庭
な
ど
へ
の

ペ
レ
ッ
ト
ス
ト
ー
ブ
導
入
を
促
進
す
る
た

め
、
昨
年
度
か
ら
購
入
促
進
補
助
金
の
交

付
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
本
年
度
は
、
ペ
レ
ッ
ト
ス
ト
ー
ブ
の
ほ

か
に
、
新
た
に
ペ
レ
ッ
ト
ボ
イ
ラ
ー
も
交

付
対
象
と
し
て
加
え
ま
し
た
の
で
、
ぜ
ひ

制
度
を
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

　
補
助
金
の
内
容

●
ペ
レ
ッ
ト
ス
ト
ー
ブ

購
入
、設
置
等
の
経
費
の
1
／
3

上
限
額
12
万
円
で
補
助
金
を
交
付
。

●
ペ
レ
ッ
ト
ボ
イ
ラ
ー

購
入
、設
置
等
の
経
費
の
1
／
3

上
限
額
50
万
円
で
補
助
金
を
交
付
。

【
対
象
と
な
る
方
】

以
下
の
要
件
す
べ
て
に
該
当
す
る
方
が
対

象
と
な
り
ま
す
。

●
市
内
に
住
所
が
あ
る
方
ま
た
は
事
務
所

が
あ
る
法
人
も
し
く
は
団
体

●
市
内
の
事
業
者
が
取
り
扱
う
ス
ト
ー
ブ

ま
た
は
ボ
イ
ラ
ー
を
購
入
す
る
方

●
ス
ト
ー
ブ
ま
た
は
ボ
イ
ラ
ー
の
設
置
場

所
が
市
内

●
市
税
、
納
付
金
な
ど
を
滞
納
し
て
い
な

い（
個
人
設
置
者
は
世
帯
員
全
員
）

●
ス
ト
ー
ブ
ま
た
は
ボ
イ
ラ
ー
の
使
用
状

況
な
ど
に
つ
い
て
、
市
の
モ
ニ
タ
ー
調
査

等
の
啓
発
事
業
に
協
力
で
き
る
方

【
申
込
手
続
】

申
請
書
に
次
の
書
類
を
添
付
し
、
政
策
推

進
課
ま
た
は
各
支
所
地
域
振
興
室
へ
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

●
購
入
経
費
の
内
訳
が
明
記
さ
れ
て
い
る

見
積
書
の
写
し

●
設
置
機
種
の
カ
タ
ロ
グ

●
市
税
な
ど
に
未
納
が
な
い
こ
と
を
証
明

す
る
書
面（
こ
の
書
面
は
、同
意
書
の
提
出

に
よ
り
省
略
で
き
ま
す
）

問
い
合
わ
せ

政
策
推
進
課（
鈎
0
8
2
4-

7
3-

1
1
1
3
）

ま
た
は
各
支
所
地
域
振
興
室

ご
利
用
く
だ
さ
い

ペ
レ
ッ
ト
ス
ト
ー
ブ
等
購
入
促
進
補
助
金

財
政
課
財
政
係
　
鈎
0
8
2
4-

7
3-

1
1
2
9

※資本的収支の予算不足分は、損益勘定留保資金で補てんします。


